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示 
埼
玉
県
告
示
第
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
及
び
北
本
自
然
観
察
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
一
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
生
態
系
保
護
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
宮
町
一
丁
目
百
三
番
地
一
Ｙ
Ｋ
ビ
ル
内 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

0d957c1c5f51d86a0085f936ab441b42


		Motohiro Ohno
	2026-01-05T14:30:31+0900
	日本
	2026-01-05 14:30:18 +09:00 JSTに承認しました


	



